
道東あさひ畜産クラスター協議会　告示　第12号

１　入札に付する事項

北海道野付郡別海町泉川82番地1 株式会社どんぐり牧場

まで

２　入札に参加する者に必要な資格

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

　道東あさひ農業協同組合又は別海町における建設工事の競争入札参加資格を有する者であ
ること。
登録工種
機械工事等

　本工事の入札執行の日までの間に、別海町の競争入札参加資格関係事務処理要綱第１０条
の規定に基づく指名停止を受けていない者（指名停止を受けたが、既にその停止期間を経過し
ている者を含む。）であること。

　本工事に対応する建設業法の種類について、許可を受けてからの営業年数が４年以上である
こと。

　過去５年間（令和３年度以降）に、本工事と同種の工事を元請として道内で施工した実績を有
すること。また、概ね同規模と認められる工事を施工した実績を有すること。

　現場代理人を工事現場に専任で配置できること。

３　入札説明書等の配布期間等

　　　　　入札説明書、仕様書・図面等（以下「設計図書等」という。）は次のとおり配付する。

配布時期 まで
（土曜日及び日曜日、祝祭日を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで

配布場所 野付郡別海町別海緑町１１６番地９
道東あさひ農業協同組合　営農部　営農振興課

配布方法 　郵送又はファクシミリでは行わないので、必ず上記の場所で直接受け取ること。

費　　　用 　無料とする。

入　　　　札　　　　公　　　　告

　令和7年度　畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業西春別地区  第16工区　機械器具設置
工事について、次のとおり一般競争入札（以下｢入札｣という。）を実施する。
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令和8年5月7日

道東あさひ畜産クラスター協議会
会長   斉藤　春雄

(1) 工事名 令和7年度　畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業

契約締結日の翌日から 令和9年3月12日
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令 和 8 年 5 月 7 日 から 令 和 8 年 5 月 21 日（木） （木）
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工事場所

工期

西春別地区  第16工区　機械器具設置工事

工事概要 搾乳ロボットほか 詳細は入札説明書による。
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４　入札参加資格審査申請書等の提出期間等

　　　　　入札の参加希望者は、一般競争入札参加資格審査申請書に関係書類を添付して提出しなけれ
　　　 ばならない。

提出期間 まで
（土曜日及び日曜日、祝祭日を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで

提出場所 野付郡別海町別海緑町１１６番地９
道東あさひ農業協同組合　営農部　営農振興課

提出方法 持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。

５　現場説明会の日時及び場所

　　　　　入札説明書の配布及び設計図書等を閲覧に供することをもってこれに代える。

６　入札執行の日時及び場所

日　　　時 （木）

場　　　所 野付郡別海町別海緑町１１６番地９　道東あさひ農業協同組合　会議室

　
７　郵便等による入札

郵便又は電報による入札は認めない。

８　入札保証金及び契約保証金

入札保証金 免除する。

契約保証金 免除する。

９　契約書作成の要否

必要とする。

10　入札の無効

　入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、虚偽の申請を行った者のした入札及び建
設工事競争入札心得等において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
　なお、入札参加資格があると認められた者であっても、審査後、指名停止を受け、入札執行時点
において指名停止期間中である場合は、その者のした入札は無効とする。

11　その他

詳細は入札説明書による。

入札参加者は、建設工事競争入札心得等その他関係法令を遵守すること。

その他不明な点は、道東あさひ農業協同組合営農部営農振興課に照会すること。
（電話０１５３－７５－２２０２）
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